
















自動車運転のための

運転能力評価（自由診療・予約制）のご案内

当院では、自動車運転再開のため、公安委員会への診断書の提出が必要な方などに対し、
運転能力評価と診断書の作成を自由診療（全額自己負担）にて行っております。

運転免許の更新・再取得等において、医師による診断書が必要な方や、ご自身の運転
能力について医学的な評価を希望される方は、下記をご確認の上、お申込みください。

お問い合わせ先

旭川赤十字病院 リハビリテーション科
TEL：0166-22-8111（内線2180）

お気軽にお問い合わせください！

４．注意事項

• 最終の判断は公安委員会が行います。当院の評価結果が自動車運転の可否を最終的に決定
するものではありません。

• 公安委員会の判断が出るまでは、いかなる場合も自動車運転はお控えください。

• 診断書の郵送を希望する場合(自宅、公安委員会等)は、別途郵送代がかかります。

２．評価・診断書作成までの流れ

① 公安委員会の診断書を事前に準備してください。(※受診時に持参してください)

② 来院していただき、受付を行い、診療科外来へお越しください。(原則木曜日8時50分まで）
検査日の日程を調整し、同意書への署名をいただきます。

③ 予約日に来院、リハビリ室にて神経心理学的検査とドライビングシミュレーター検査、
およびリハビリ科医師の診察を受けて頂きます。(所要時間120分程度)

④ 担当医が診断書を作成します。

⑤ 診断書を公安委員会に提出し、運転可否判断を受けてください。

３．利用料金

※本サービスは自由診療（保険適用外）となります。全額自己負担となりますので
ご了承ください。

利用料金 15,400円

（内訳：評価料11,000円 + 診断書発行手数料3,000円 + 消費税）

1．対象となる方

• 脳血管障害（脳卒中など）、頭部外傷などの既往があり、運転再開や継続に際して
公安委員会への診断書の提出が必要な方

• 認知症の疑いなどで、公安委員会から診断書の提出を求められている方


